
県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の体系 
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第１条(目的)   

消費生活の安定及び向上 

危害の防止 第７条～９条の２ 

・危険な商品等の供給の禁止 

・安全性に関する調査 

・危害防止の指示 

・緊急危害防止措置 

表示等の適正化 第10条～12条 

・表示の適正化 

・広告の適正化 

・包装の適正化 

不当な取引行為の防止 
 第13条～13条の４ 

・不当な取引行為の禁止 

・不当な取引行為に関する調査 

・不当な取引行為の是正勧告 

・緊急被害防止措置 

消費者啓発及び教育の推進 
 第14条 

消費者被害の救済 
 第16条～21条 

・事業者の消費者苦情の処理 

・知事の消費者苦情の処理 

・審議会によるあっせん・調停 

・消費者訴訟の援助等 

情報の提供 
・安全に関する調査結果の提供 
(第８条) 

・緊急危害防止措置(第９条の２) 

・不当な取引行為に対する調査結果 
の提供(第13条の２) 

・緊急被害防止措置(第13条の４) 等 

関
係
行
政
機
関 

(

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、 

他
の
都
道
府
県
等)

 

国 

適
切
な
措
置
の
要
請 

２ 

適
正
な
表
示
を 

行
わ
せ
る
権
利 

３ 

不
当
な
取
引
行
為
を

行
わ
せ
な
い
権
利 

第
26 
条 

消費者の意見の反映 

 第３条第２項 

知事に対する申出 

 第 23 条 

公 表 

 第25条 

・氏名、名称、行

為内容等の公表 

愛知県消費生活審

議会 第22条 

・重要事項の調査審議 

・あっせん及び調停 

試験、検査等の施

設の整備 第15条 

・知識の習得 

・自主的、合

理的な行動  

第６条 

・必要な措置 

・施策に協力 

・商品等の内容

の向上 第５条 
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